
令和６年度 不祥事防止服務研修 年間計画 
                   

１ 日常的な意識啓発の取組み 

（１）職員の不祥事に係る事象の報道があった時は新聞記事を配付するとともに，暮会等で研修を行い，

注意を喚起する。 

（２）広島県教育委員会の「教職員の懲戒処分に係る記者発表資料」が公布された時は資料を配付する

とともに暮会等で研修を行う。 

（３）「教育の原点」を名札ケースに入れて常に携帯し，一人一人が危機管理意識を持つ。  

（４）時期に応じた研修項目を工夫すると共に，自分の体験等も積極的に交流したり，より自分事とし

て捉えられるような研修の工夫（例：ロールプレイ）をしたりしていく。 

 

 

２ 年間研修計画                  ■不祥事防止委員会 □不祥事防止服務研修 

月 活 動 内 容 担当 

４ 

 

■運営規定・年間計画・体罰セクハラ相談窓口の開設について 

□服務研修「服務の心得，『教職員としての在り方』など」（広島県教育資料）      

校長・教頭 

校長 

５ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「わいせつ・セクハラ防止（児童）」「個人情報管理・情報モラル」 

教頭 

教務研究部 

６ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「危機管理・対応の在り方（危機管理マニュアル）」 

教頭 

教頭 

７ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「メンタルヘルス」 

教頭 

生活安全部 

８ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「服務規律」 

教頭 

教務研究部 

９ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「公金等の取扱いについて」 

教頭 

主事 

10 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「保護者対応の在り方」 

教頭 

生活安全部 

11 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「わいせつ・セクハラ防止（教職員）」 

教頭 

教務研究部 

12 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「ハラスメント防止」 

教頭 

生活安全部 

１ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「交通事故防止」 

教頭 

教務研究部 

２ 

 

■服務等に関する情報交換 

□服務研修「アンガーマネジメント」 

教頭 

生活安全部 

３ 

 

□服務研修「課題整理と次年度計画について」 

■次年度の計画立案 

教頭 

教頭 

 ※体罰・いじめアンケート 学期に一回実施 

 ※服務研修で使用する資料は,出典を明らかにする。 


